
工事業者
⑤見積もり依頼

⑥

⑦見積提示・署名依頼 見積書作成

⑧見積書提出

⑨修理依頼書交付

⑩応急修理決定通知書交付

⑪修理日程の打合せ

⑫工事実施

⑭完了報告に署名依頼

⑬完了報

告書作成

⑮完了報告・請求書

⑯対象外工事費請求

⑱対象外工事費支払い ⑰対象工事支払い

被

災

者

※　対象外工事：日常生活に必要最小限の修理と認められた工事から外れた工事費

　　　　　　　　及び限度額(大規模半壊・半壊595千円、一部損壊(準半壊）300千円）

　　　　　　　　超過部分の工事費

飯

山

市

①り災証明書の申請

②り災証明書の発行（11/2～）

③住宅応急修理申込書・り災証明の写し

・資力に関する申し書（半壊の場合）

④受理通知書(指定事業者表、見積様式）

住宅応急修理 手続きのフロー


